
　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
︑
第
六
十
八
条
第
二
項
又
は

第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の
と
お
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た

の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る

政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

月

東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尾
崎
　
俊
雄

日

年

令
和

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

福
島
こ
だ
ま
消
化
器
内
科
内
視
鏡
ク
リ
ニ
ッ
ク

福
島
市
浜
田
町
七
︱
二
七

令
和
八
年
六
月
一
日

医
療
法
人
慈
繁
会
付
属
　
ト
︱
タ
ル
ヘ
ル
ス
ク
リ
ニ

ッ
ク

郡
山
市
字
山
崎
七
六
番
五

令
和
八
年
六
月
一
日

八

五

二
十
六



　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
︑
第
六
十
八
条
第
二
項
又
は

第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の
と
お
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た

の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る

政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

月

東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尾
崎
　
俊
雄

日

年

令
和

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

あ
い
あ
い
薬
局
み
な
み
店

会
津
若
松
市
飯
寺
南
三
丁
目
二
番
一
四
号

令
和
八
年
六
月
一
日

八

五

二
十
六



　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
︑
第
六
十
八
条
第
二
項
又
は

第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の
と
お
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た

の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る

政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

月

東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尾
崎
　
俊
雄

日

年

令
和

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

岩
井
薬
局
　
天
神
橋
店

福
島
市
渡
利
字
天
神
二
七
︱
九
メ
ゾ
ン
天
神
橋
一

〇
四
号

令
和
八
年
五
月
一
日

さ
く
ら
薬
局
　
会
津
宮
町
店

会
津
若
松
市
宮
町
六
番
四
号

令
和
八
年
五
月
一
日

さ
く
ら
薬
局
　
会
津
真
宮
店

会
津
若
松
市
真
宮
新
町
北
一
丁
目
一
一
︱
四

令
和
八
年
五
月
一
日

さ
く
ら
薬
局
　
郡
山
島
店

郡
山
市
島
二
丁
目
二
二
番
一
号

令
和
八
年
五
月
一
日

い
わ
き
調
剤
薬
局
　
草
木
台
店

い
わ
き
市
草
木
台
五
丁
目
一
六
︱
一

令
和
八
年
五
月
一
日

グ
レ
イ
ス
薬
局
　
東
店

い
わ
き
市
平
字
紺
屋
町
八
︱
一

令
和
八
年
五
月
一
日

さ
く
ら
薬
局
　
喜
多
方
店

喜
多
方
市
字
長
面
三
〇
八
六

令
和
八
年
五
月
一
日

八

五

二
十
六




